
第１回障害者施設における防災計画作成指針策定委員会 議事概要 

 

１ 日  時 令和７年１０月１４日（火）１３：３０～１５：００ 

２ 場  所 石川県庁行政庁舎１１階 １１０９会議室 

３ 出席委員 委員名簿参照 

４ 議事内容 

＜概要＞ 

能登６市町の施設に実施したアンケート調査結果も踏まえ、指針改定案として「情

報」「人・人材」「物資」「福祉避難所」「連携」「障害特性」の項目を事務局より提案し、

各委員から意見をいただいた。 

 

＜各委員からの主なご意見＞ 

事務局案の項目に大きな異論はないが、中でも人・人材や連携に関する意見が多か

った。 

 

情 報 

 施設に出勤できない状態になったが、持っていた衛星電話を使って安否確認等がで

きたことから、通信手段の確保の重要性を再認識した。 

 

人・人材 

 災害時における支援の検討においては、障害者本人への支援だけでなく、家族や施

設職員などの支援者支援の観点も盛り込む必要がある。 

 他県では、施設の業務継続計画の策定支援のため、施設職員を専門アドバイザーと

して養成する例もあり、こうした取り組みも参考になる。 

 災害時においては、施設職員を休ませることも必要であり、そのための人的支援を

受け入れる体制づくりが重要である。 

 



 

物 資 

 備蓄には、施設内のスペースに限界があることも想定される。今回の地震では施設

周辺の住民から物資援助を受けたケースもあったため、日頃から地域住民との関係

強化を図る取り組みも必要である。 

 ３日分の備蓄では不足した施設があったことから、公的支援が届くまでの間を乗り

切るための備蓄を地域のリスクに合わせて考えていく必要がある。 

 

福祉避難所 

 施設に入所せず、日中、就労支援等の通所サービスを受けている方々や在宅ケアを

受けている方々の避難についても検討する必要がある。 

 日頃から通所施設において支援を受けている方の、災害時における日中の居場所を

確保していくことも重要である。 

 

連 携 

 事業継続には、他県間の広域連携に加え、地域のプラットホーム、施設間のネット

ワークなど重層的な連携を考えることが重要である。 

 災害時に地域住民の協力や支援が得られるよう、平時から地区防災計画（地域住民

等が策定する自発的な防災活動に関する計画）の中に施設が位置付けられることが

重要である。 

 

障害特性 

 業務継続体制の検討にあたっては、障害者のケアをできる職員が限定的になる場合

があるなど必要な業務の分担に配慮をする必要がある。 

以上 


